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はじめに

本ガイドラインでは株式会社ビズアップのロゴを使用されるあら

ゆる制作物において、一貫した使用をしていただくための色や形、

使用方法を規定しております。株式会社ビズアップのサービスイメ

ージをお客様へ一貫して伝えるための、大切な位置づけとなりま

す。本規定を厳守することで、ロゴマークの色や形のイメージ統一

による株式会社ビズアップのブランドの向上を推進するようお願

い致します。
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ビズアップのロゴマークには3つの想いが込め
られています。

ひとつ目は、「日本でナンバーワンのロゴ専門
デザイン会社になる」 という想いです。そのた
め、デザインは日本を表す日の丸にナンバーワ
ンを表す人差し指を立てた手を入れています。 

ふたつ目は、「お客さまの会社の業績をデザイ
ンでアップさせる」という想いです。そのため、
アップさせるがごとく上を指す指を使っていま
す。デザインは上手に使うことで見る人に効果
的、 肯定的な感情をいだかせることができま
す。多くのお客さまにビジネスシーンでデザイ
ンを上手に活用いただきたいと考えています。

みっつ目は、「多くの仲間とともに成長していき
たい」という想いです。そのため、「この指止ま
れ!」をイメージさせるように指を立てた手を入
れています。日本には陽の目は浴びていなが腕
は確かというデザイナーがまだまだたくさんい
ます。 そういったデザイナーに仲間となっても
らいビジネスを発展させていきたいという想い
が 「この指止まれ!」に込められています。

このように、ビズアップのロゴは「トリプルミー
ニング」になっています。

1．コンセプト
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印刷上の展開に際しては基本的に4色の指定%
を参考に可能な限り正確に再現するようにして
ください。

※本ガイドライン上で再現されている色と、印
刷上再現される色は異なりますのでご注意くだ
さい。

2．カラー表示

CMYK：0% / 100% / 100% / 0%
R G B：230 / 0 / 18

❶レッド

CMYK：0% / 0% / 0% / 100%
R G B：0 / 0 / 0

❸ブラック

CMYK：0% / 0% / 0% / 0%
R G B：255 / 255 / 255

❷ホワイト
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ロゴの独立性を保つため、ロゴの周囲に保護
領域を設定しています。この領域内には、原則
として他の要素を表示することは避けてくださ
い。 

※広告等でのデザインを制限するものではあ
りません。特段の理由により、指定の設定に従う
のが難しい場合は担当部署までご相談くださ
い。 

3．保護領域
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ロゴマークの視認性を維持するために、最小使
用サイズよりも小さいサイズでの使用は避けて
ください。

※広告等でのデザインを制限するものではあ
りません。特段の理由により、指定の設定に従う
のが難しい場合は担当部署までご相談くださ
い。 

4．最小使用サイズ

20mm

5mm
15mm

縦組み

ロゴマーク ロゴタイプ

横組み

15mm
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コーポレートブランドロゴは、背景色(写真など
を含む)と同化し視認性が大きく損なわれる場
合や、ハレーション(ちらつき・不快感等) がおこ
る背景には十分考慮しなければなりません。 図
に示す表示可と不可の判断を参考にしつつ実
際の色調で判断してください。

媒体の属性や特性により、本項目に明記され
ている以外の対応が適切と考えられるケース
につきましては、 都度確認をとっていただくよ
うお願いいたします。 特に、濃い背景色の上に
配置する場合や、 担当部署までご相談くださ
い。

5．背景色

高明度 中明度 低明度

赤系

無彩色

緑系

青系
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このページでは、ロゴマークを表示する上で禁
止とするものを例示しました。
一貫したイメージ展開を損なわないためにも、
例示のようなロゴマークの使用は避けてくださ
い。

※特段の理由による使用については担当部署
までご相談ください。

6．使用禁止例

■■■■■■
■■■■■

■■■
■■■

ロゴの太さや大きさを変えてはいけない。

保護領域内に枠を設けてはいけない。

不明瞭な表示をしてはいけない。

最小サイズより小さくしてはいけない。

他の要素を近づけすぎてはいけない。

ロゴをトリミングしてはいけない。

ロゴの色を変えてはいけない。

アウトライン表示をしてはいけない。

印刷物等において別の立体表現に変更してはいけない。

変形してはいけない。


